
１　相談等の状況

　(1)　のべ相談件数（相談者別）
（件）

R４ R５ R６ R7.9末

704 649 824 531

136 133 155 90

　(2)　実相談件数（相談方法別）

（件）

R４ R５ R６ R7.9末

116 125 153 82

　(3)　相談件数（相談内容別）

（件）

R４ R５ R６ R7.9末

271 214 233 148

２　支援等の状況

　(1)　申立ての状況

（件）

後見 保佐 補助 後見 保佐 補助 後見 保佐 補助 後見 保佐 補助

市長（要請） 7 0 0 6 0 0 7 0 0 5 0 0

本人 0 2 0 0 1 0 0 7 3 0 3 1

親族 5 1 0 9 0 0 2 2 0 5 0 0

辞任・選任 3 0 0 1 0 0 0 0 0

12 3 0 18 1 0 10 9 3 10 3 1 

　　

　(2)　活動状況
（件）

R４ R５ R６ R7.9末

625 618 485 266

217 229 221 97

　(3)　支援対象者の状況（各年度末時点）
（件）

R４ R５ R６ R7.9末

9 15 11 18

1 0 4 2

中核機関の運営状況について（令和４年度から令和７年９月末までの比較） 資料１
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中核機関の運営状況について（令和７年４月～９月内訳）

1　相談等の状況

　(1)　のべ相談件数（相談者別）

件数

① 　本人 82 

② 　親族 81 

③ 　成年後見人等 26 

④ 　近隣住民・知人・友人・自治会関係者 4 

⑤ 　民生委員 0 

⑥ 　地域包括支援センター 16 

⑦ 　障がい者支援センター 3 

⑧ 　居宅介護支援事業所 34 

⑨ 　介護施設等 63 

⑩ 　障がい者施設等 2 

⑪ 　医療機関 64 

⑫ 　弁護士・司法書士、社会福祉士等専門職 53 

⑬ 　家庭裁判所 11 

⑭ 　行政機関 40 

⑮ 　その他 52 

531 

(2)　相談件数（相談内容別）

件数

① 　法定後見 60 

② 　任意後見 20 

③ 　日常生活自立支援事業 2 

④ 　相続・遺言 9 

⑤ 　市長申立て 2 

⑥ 　介護・福祉サービスの手続き 3 

⑦ 　財産管理（土地・自宅・金銭・遺産・証券等） 31 

⑧ 　身上保護 12 

⑨ 　虐待 1 

⑩ 　消費者被害 0 

⑪ 　借金 0 

⑫ 　その他 8 

148 

相談者

合　計

相談内容

合　計



中核機関の運営状況について（令和７年４月～９月内訳）

２　支援等の状況

(1)　申立ての状況

後見 保佐 補助 件数

　市長申立て（要請） 5 5 

　本人申立て 3 1 4 

　親族申立て 5 5 

　辞任・選任申立て 0 

10 3 1 14 

(2)　活動状況

件数

成年後見支援センター職員

① 　書類作成 13

② 　財産管理 140

③ 　各種契約、手続き等 96

④ 　被後見人等との関係構築 0

⑤ 　介護・障がい関係者からの相談対応 14

⑥ 　後見支援員との同行訪問 1

⑦ 　後見支援員からの相談対応 0

⑧ 　その他 2

266

後見支援員

① 書類作成 0

② 財産管理 0

③ 各種契約、手続き等 0

④ 被後見人等との関係構築 0

⑤ センター職員との同行訪問 1

⑥ 定期訪問・支援 96

⑦ その他 0

97

363

(3)　支援対象者の状況

高齢者 障がい者 計

　法定後見制度利用支援 17 2 19 

　任意後見制度利用支援 1 0 1 

　相談支援 0 0 0 

　その他 0 0 0 

18 2 20 

合計

内容

小計

小計

　　　合計
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３　その他の活動状況

　(1)　市民後見人フォローアップ研修

日時・会場 内容・講師 参加人数

令和７年６月18日（水）
13時半～16時半

江別市総合社会福祉センター内
２階研修室

（内容）
　・講義「特殊詐欺」「キャッシュレスって何？」
　　（講師）　SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
　　　　　 　　谷﨑　大治郎　氏

　・市民後見人候補者同士の交流について　　　　

　特殊詐欺の被害額や認知件数等の状況や、近年増加傾向であるインターネットの
利用料金等架空の事実を口実に、金銭を要求する「架空料金請求詐欺」や、「SNS型
投資詐欺」の実態を学んだ。 　
　また、近年多様化するキャッシュレス決済について、使いすぎや返済不能を防ぐた
めに、各支払方法のメリット・デメリット等を学んだ。
　参加者からは、様々な特殊詐欺を知ることができて勉強になった、今後の活動の参
考にしたい等の意見があった。

・市民後見人候補者から要望があり、グループワークを通して参加者同士の交流を
行った。
　参加者からは、とても楽しかった、また機会があれば参加したい等の意見があった。

21名

令和７年８月28日(木)
９時～12時

江別市総合社会福祉センター内
２階研修室

　（内容）
　・講義「成年後見制度等の動向について」
　  （講師）　東京大学大学院教育学研究科
　　　　 　 　　特任専門職員　東　啓二　氏

　・講義「認知症を認知する」
　　（講師）　北海道文教大学　教授　當瀬　規嗣　氏

・令和６年２月の法制審議会の内容を踏まえて、法定後見の開始や終了、成年後見
人の解任等国の検討事項について学んだ。
・脳が物事を記憶していく仕組や、記憶が行動に繋がっていく方法を学んだ。また、認
知症の場合、脳がどういった状態になっているのかを解説し、認知症への理解を深め
た。
　参加者からは、国の動向や認知症について学ぶことができて良かった等の意見が
あった。

21名

　(2)　江別市成年後見制度地域連携ネットワーク協議会

令和７年７月23日（水）
14時～15時

江別市総合社会福祉センター内
２階研修室

（内容）　
・江別市成年後見制度地域連携ネットワーク協議会の趣旨説明
・江別市成年後見支援センター令和６年度事業報告について
・講演「身寄りのない方の支援について」
　（講師）江別市立病院患者支援センター主査　岩脇　洋美　氏
・意見交換

　成年後見支援センターへの相談状況等を報告したほか、江別市立病院患者支援セ
ンターの岩脇主査を講師として、身寄りのない方を受け入れる際の関係機関との連携
方法や、過去の支援事例を紹介した。
　上記事例では、金銭管理や死後事務に関する質問に回答するとともに、具体的な事
例を共有しながら、活発な意見交換を行った。
　参加者からは大変勉強になった、今後の支援の参考にしたい等の意見があった。

18名

日時・会場 内容・講師 参加人数



中核機関の受任調整等の状況について（令和７年９月末まで） 資料２

NO 開催日 対象者 概要 協議結果 受任者

1
第１回　
R7.4.11

73歳・男性
サービス付高齢者向け住

宅
HDS-R　５点以上

生活保護：有
婚姻歴：有
疾病：アルコール性認知症
診断書類型：後見
主な申立理由：判断能力の著しい低下、支援でき
る身寄りがおらず、金銭管理や行政手続等のた
め。

制度利用：適当
申立方法：市長申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

2
第２回　
R7.5.22

95歳・女性
介護付有料老人ホーム

HDS-R　28点以上

生活保護：無
婚姻歴：有
疾病：軽度認知障害
診断書類型：補助
主な申立理由：判断能力の低下、支援できる身
寄りがおらず、金銭管理や行政手続等のため。

制度利用：適当
申立方法：本人申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

3

77歳・女性
サービス付高齢者向け住

宅
HDS－R　10点

生活保護：有
婚姻歴：有
疾病：認知症
診断書類型：後見
主な申立理由：判断能力の著しい低下、配偶者
が負債を残して急死、支援できる身寄りがおら
ず、負債の確認や金銭管理、行政手続等のた
め。

制度利用：適当
申立方法：市長申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

4
90歳・男性

高齢者向け賃貸住宅
HDS－R　14点

生活保護：有
婚姻歴：有
疾病：アルツハイマー型認知症
診断書類型：保佐
主な申立理由：判断能力の低下、支援できる身
寄りがおらず、金銭管理や行政手続等のため。

制度利用：適当
申立方法：本人申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

5
84歳・男性

住宅型有料老人ホーム
HDS－R　13点

生活保護：有
婚姻歴：有
疾病：アルツハイマー型認知症
診断書類型：保佐
主な申立理由：判断能力の低下、支援できる身
寄りがおらず、金銭管理や行政手続等のため。

制度利用：適当
申立方法：本人申立
後見人等：市民後見人

市民後見
人

第３回　
R7.6.11



中核機関の受任調整等の状況について（令和７年９月末まで） 資料２

NO 開催日 対象者 概要 協議結果 受任者

6

56歳・男性
入院中

（意識不明のため実施不
可）

生活保護：無
婚姻歴：無
疾病：脳出血後遺症
診断書類型：後見
主な申立理由：本人が意識不明、姉から金銭管
理が負担との相談があったため。（ネット銀行や
証券、投資信託等の確認が必要）

制度利用：適当
申立方法：親族申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

7

93歳・男性
サービス付高齢者向け住

宅
HDS－R　９点

生活保護：無
婚姻歴：有
疾病：認知症
診断書類型：後見
主な申立理由：唯一の親族である長男が亡くな
り、相続手続（不動産売却、車処分、保険解約
等）が必要なため。

制度利用：適当
申立方法：市長申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

8
93歳・男性

高齢者向け賃貸住宅
HDS－R　４点

生活保護：有
婚姻歴：有
疾病：認知症、脳梗塞後遺症、廃用症候群
診断書類型：後見
主な申立理由：判断能力の著しい低下、支援でき
る身寄りがおらず、金銭管理や行政手続等のた
め。

制度利用：適当
申立方法：市長申立
後見人等：市民後見人

市民後見
人

9
70歳・女性

グループホーム
HDS－R　３点

生活保護：無
婚姻歴：有
疾病：アルツハイマー型認知症
診断書類型：後見
主な申立理由：親族から金銭管理を後見人に任
せたいと相談があったほか、各手続（不動産売
却、保険解約、ライフライン解約等）が必要なた
め。

制度利用：適当
申立方法：親族申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

10
70歳・男性

入院中
HDS－R　18点

生活保護：無
婚姻歴：有
疾病：認知症
診断書類型：保佐
主な申立理由：判断能力の低下、支援できる身
寄りがおらず、各手続（不動産売却、保険解約、
携帯解約、車処分、ライフライン解約等）が必要
なため。

制度利用：適当
申立方法：本人申立
後見人等：法人受任（社協）

社協

合計　10件

第４回　
R7.8.25

第５回　
R7.9.19



　２　成年後見等の受任状況（令和７年９月末時点）

(1)　受任状況
（件）

R４ R５ R６ R7.9末

3 4 5 4

3 3 2 0

0 2 4 3

5 6 5 6

0 1 1 2

(参考)　社協受任内訳

認知症
知的

障がい
精神

障がい
その他

4 4

1 1

5 3 8

10 3 0 0 13

0

5 1 2 8

2 2

7 1 2 0 10

0

3 3

0

3 0 0 0 3

20 4 2 26

(参考)　市民後見人受任内訳

認知症
知的

障がい
精神

障がい
その他

1 1

0

1 1

2 0 0 0 2

0

2 2

0

2 0 0 0 2

0

0

0

0 0 0 0 0

4 0 0 0 4

法律職

福祉職

その他専門職

社協

市民後見人

対象者

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

合計

対象者

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

市長申立て

本人申立て

親族申立て

小計

合計

類型 申立 計

後見

保佐

補助

類型 申立 計

後見

保佐

補助


